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日野町被災者住宅再建等支援条例 一部改正 必要 理由 概要 

 

 背景 び趣旨 

災害救助法 基 国 支援対象 被災住宅 範囲 こ 大規

模半壊・半壊 一部損壊 世帯 拡充さ たこ 伴い 鳥 県被災者

住宅再建等支援条例 改正さ たこ こ 改正 伴う関連箇所 い

町条例を改正す  

 

 改正 容 

一部損壊世帯へ 被災者住宅再建等支援金額 交付額 万 以

以 条件を付 す  

条件 災害救助法 基 く応急修理を実施す 場合 万 を 限 国

支援を け こ う見直さ たた こ 交付を け こ

場合 万 当該交付額を控除した額を限度 し 交付す 例：

災害救助法 基 く応急修理 万 交付を けた場合 万 を

限 し 交付す  

 

被災者住宅修繕促進支援金 交付額 い 次 見直しを行う  

改正前  被害割合 ％未満： 万 以  

改正後  ア 被害割合５％未満： 万 以  

イ 被害割合５％以 ％未満：５万 以  

 

備考 日野町被災者住宅再建等支援条例 基 く損壊区分及び支援金 別 
 
 区 分 被害 程度 支援金 別 

全壊 ・全壊した 被害割合50％以  

・半壊又 敷地被害 解体 至 た  

・居住 能 状態 長期 す  

被災者住宅再建 

等支援金 
大規模半壊 半壊し 大規模改修 必要 被害割合

40％以  

半壊 被害割合20％以  

一部損壊 被害割合10％以 20％未満  

一部損壊 

軽微  

被害割合10％未満  被災者住宅修繕 

促進支援金 

 



 

日野町被災者住宅再建等支援条例 一部を改正 条例 

日野町被災者住宅再建等支援条例 成「0 日野町条例第14号 一部を次 う 改正  

 

改正  改正前 

 

定義  

第 「条 条例 い 次 各号 掲 用語 意義 当該各

号 定  

。1)～。4)  略 

 。5) 半壊世帯 指定自然災害 居宅 損壊 世帯 う

ち 当該居宅 損壊 部分 床面積 延床面積 対 割合

又 長 定 算定 損壊 割合 以

条及び第 4 条第 「 項第 1 号 い 被害割合 いう

「0 パーセント以 前 「号 掲 世帯を除く をいう  

 。6)  略 

「  略 

 

。支援金 交付) 

 

定義  

第 「条 条例 い 次 各号 掲 用語 意義 当該各

号 定  

。1)～。4)  略 

 。5) 半壊世帯 指定自然災害 居宅 損壊 世帯 う

ち 当該居宅 損壊 部分 床面積 延床面積 対 割合

又 長 定 算定 損壊 割合 以

条 い 被害割合 いう 「0パーセント以

前 「号 掲 世帯を除く をいう  

 

。6)  略 

「  略 

 

。支援金 交付) 

第」条 町長 第1条 目的を達成 次 各号 掲 給

付金を 同各号 掲 者 対 予算 範囲 い 交付

 

第」条 町長 第1条 目的を達成 次 各号 掲 給

付金を 同各号 掲 者 対 予算 範囲 い 交付

 

。1) 略 。1)  略 

。「) 被災者住宅修繕 進支援金。被災 町村 条例 定

指定自然災害 居宅 損壊 世帯。法第

「条第「号 規定 被災世帯を除く ) 世帯主又 当該居宅

所有者 うち 被災者住宅再建等支援金。別表第8号

を除く ) 交付を受 い者 町長 定 限 )

あ 発生日 翌日 起算 1 を経過 日ま 交付

を申請 対 交付 をいう ) 

。「) 被災者住宅修繕 進支援金。被災 町村 条例 定

指定自然災害 居宅 損壊 世帯。法第

「条第「号 規定 被災世帯を除く ) 世帯主又 当該居宅

所有者 被災者住宅再建等支援金。別表第8号 を除

く ) 交付を受 者を除 町長 定 限 )

あ 発生日 翌日 起算 1 を経過 日ま 交付

を申請 対 交付 をいう ) 

-」- 



 

「  略 

 

「  略 

。給付金 額) 。給付金 額) 

第4条  略 第4条  略 

「 前条第1項第「号 被災者住宅修繕 進支援金 額 次 掲

区分 応 定 額  

「 前条第1項第「号 被災者住宅修繕 進支援金 額 「万 以

 

。1) 損壊 居宅 被害割合 5パーセント未満 世帯 世帯主

又 当該居宅 所有者 対 交付  「万  

 

。「) 前号以外  5万   

別表。第」条 第4条関 ) 別表。第」条 第4条関 ) 

対象事業 完了期間 対象者 申請期間 交付額 

略 

。6) 半壊世帯 居

宅 補修 

「  半壊世帯

世帯主又

当該居宅

所有者。町長

定

限 ) 

1  補修 要

経費。100

万 。単数世

帯 い

75万 )

を限度

) 

。7) 一部損壊世帯

居宅 補修 

「  一部損壊世

帯 世帯主

又 当該居

宅 所有者

。町長 定

限

) 

1  補修 要

経費。」0万

。災害救助

法。昭和「「

法 第118

号)第4条第1

項第6号 被

災 住宅

応急修理

。以 住宅

対象事業 完了期間 対象者 申請期間 交付額 

略 

。6) 半壊世帯 居

宅 補修 

「  半壊世帯

世帯主又

当該居宅

所有者。町長

定

限 ) 

1  補修 要

経費。100

万 。単数世

帯 い

75万 )

を限度

) 

。7) 一部損壊世帯

居宅 補修 

「  一部損壊世

帯 世帯主

又 当該居

宅 所有者

。町長 定

限

) 

1  補修 要

経費。」0万

を限度

) 
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応急修

理 い

う )

場合 あ

」0

万 当

該住宅 応

急修理

支出さ

べ 費

用 額を控

除 額)を

限度

) 

略 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 
 

備考 略 備考 略 

 

附 則 

条例 公 日 施行  
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